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概要版 

法的な根拠  この計画は、障害者総合支援法第 88条に規定する市町村障害福祉計画および 

児童福祉法第 33条の 20に規定する市町村障害児福祉計画です。 

計画の期間  令和３年度～令和５年度の３年間です。 

基本理念 

障がい福祉計画・障がい児福祉計画 

障がい者支えあいプラン  “誰もが理解しあい ともに支えあう やさしいまち みたけ” 

 

 障がい福祉計画・障がい児福祉計画は、障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、

障がいのある人の自己決定の尊重と意思決定支援、地域生活を支えるサービス提供体制の整備、地

域共生社会の実現に向けた取組などに配慮して、障害福祉サービス等の提供体制の確保に取り組む

ための指針となる計画です。 

 前計画は、障害者基本法に規定する「市町村障害者計画」と一体的にした「障がい者支えあいプ

ラン」として、障がい者施策を総合的に推進するための基本計画としました。 

本計画では、前計画と同様に、障がい者が地域で安心して暮らすため、理解の促進や切れ目の

ない支援を実現することで、誰もが理解しあい、身近な地域でともに支えあう共生社会を目指し

ています。そこで、本計画においても、前計画の基本理念を継承し、障がいの有無にかかわらず、

住み慣れた家庭や地域の中で安心して暮らすことのできるまちを目指します。 

誰もが理解しあい ともに支えあう 
やさしいまち みたけ 



 

成果目標 

施設入所者の地域生活への移行 

○令和５年度末時点で、令和元年度施設入所

者の６％以上が地域生活へ移行する。 

○令和５年度末時点の施設入所者を令和元

年度から 1.6％以上削減する。 

《成果目標》 

○施設入所者数  ２３人 → ２２人 

○地域生活への移行者  ２人 

○施設入所者の削減数  １人 

精神障がいにも対応した地域包括ケア

システムの構築 

○精神障がいにも対応した地域包括ケアシ

ステムの機能について検討する。 

○精神障がい者の家族に対する支援の充実

に向け、保健、医療、福祉関係者の協議の

場を活用し、検討を進める。 

《活動指標》 

○保健、医療、福祉による協議の開催回数  １０回  

○協議の場への参加者  ３０人  

○協議の場における目標設定・評価回数  １０回 

○精神障がい者の地域移行支援  １人 

○精神障がい者の地域定着支援  １人 

○精神障がい者の共同生活援助  ４人 

○精神障がい者の自立生活援助  １人 

○地域生活支援拠点等の面的整備を推進し、

参加事業所の増加を目指す。 

○地域生活支援拠点等の面的な体制強化と、

その運用状況の検証・検討を年１回以上行

える体制を構築する。 

《成果目標》 

○地域生活支援拠点等の数  １か所 

○運用状況の検証、検討の回数  年１回 

福祉施設から一般就労への移行等 

○令和５年度の一般就労移行者数が令和元

年度実績の１．２７倍以上を達成する。 

○令和５年度の一般就労移行者数の７割が

就労定着支援事業を利用する。 

○令和５年度に就労定着率８割以上の就労

定着支援事業所が全体の７割以上となる。 

《成果目標》 

○就労移行支援事業等からの一般就労移行者 ５人 

  就労移行支援事業利用者  １人 

  就労継続支援Ａ型事業利用者  ３人 

  就労継続支援Ｂ型事業利用者  １人 

○就労定着支援事業利用者  ４人 

○就労定着率８割以上の事業所  

      事業所誘致の際は指導、助言を行う。 

 

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ人の割合が増えてきています。 

区  分 平成27年度 令和元年度 増減 

人   口 18,797 人 18,296 人 △501 人 

身体障害者手帳 870 人（4.63％） 792 人（4.33％） △0.3 ポイント 

療 育 手 帳 154 人（0.82％） 172 人（0.94％） ＋0.12 ポイント 

精神障害者保健福祉手帳 153 人（0.81％） 176 人（0.96％） ＋0.15 ポイント 

 

町の現状 
障がい児支援の提供体制の整備等 

○児童発達支援センターを確保する。 

○保育所等訪問支援の体制を構築する。 

○重症心身障がい児対応事業所を確保する。 

○医療的ケア児のための協議の場を設置す

る。 

○医療的ケア児に関するコーディネーター

を配置する。 

《成果目標》 

○児童発達支援センター  １か所 

○保育所等訪問支援の利用体制の構築 

○重症心身障がい児支援事業所 中濃圏域で１か所 

○医療的ケア児のための協議の場の設置 

○医療的ケア児に関するコーディネーターの配置 

《活動指標》 

○支援プログラムの受講者  １人 

○ペアレントメンターの人数  １人 

○ピアサポート活動への参加人数  １人 

相談支援体制の充実・強化等 

○総合的・専門的な相談支援を実施する。 

○地域の相談支援事業者支援を実施する。 

○相談機関の支援の機会を確保する。 

《成果目標》 

○基幹相談支援センターを引き続き設置する。 

○相談支援事業者への指導・助言回数 年１０回 

○相談支援事業者の人材育成支援回数 年１０回 

○地域の相談機関との連携強化 年１０回 

障害福祉サービス等の質の向上 

○岐阜県等が実施する研修等へ職員が参加

する。 

○審査支払システム等による審査結果の分

析・共有する体制を構築する。 

《成果目標》 

○障害福祉サービス等に係る研修参加者  １人 

○審査結果を分析、共有する会議  年１回 

サービス等の見込み 

地域生活支援事業 

地域の特性や利用

者の状況に応じた柔

軟な事業形態により、

法律上実施すべき必

須事業に加え、地域の

状況や障がい者のニ

ーズに基づいて、必要

な事業を実施します。 


